
令和４年４月 11日 

保護者 様  

東広島市立風早小学校 

校 長  神笠 一義 

       

気象警報が発令された場合の措置について 

 陽春の候，皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より本校教育にご支援･ご

協力をいただき誠にありがとうございます。 

 さて，気象警報が発令された場合の対応を次のとおりいたします。 

保護者の皆様方のご理解・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※午前６時の段階において，東広島市に次の警報が一つでも発令されている場合は， 

「自宅待機」とします。 

警報名：大雨，洪水，暴風，波浪等の警報 

    （気象情報は，ＮＨＫテレビまたは気象庁のホームページからの情報を確認してください。） 

                  

 

≪午前７時の段階での措置≫ 

  警報の発令が解除されている時 

○原則，「繰り下げ登校」とします。 

     但し，通学路の安全等が確保されない場合は，この限りではありません。 

引き続き，警報が発令されている時 

○「自宅待機」を，「臨時休業」とします。 

☆「繰り下げ登校」か「臨時休業」かについて午前 7時に情報連絡メールでお知らせします。 

 

※登校後，発令された場合は，次のようにいたします。 

≪午後３時の段階で発令中の場合≫ 

○児童は「学校待機」とします。 

    その時は，情報連絡メール・電話等で，引き渡し下校等についてお知らせいたします。 

    

≪午後５時の段階で引き続いて発令中の場合≫ 

○「引渡し下校」とします。 

     電話・メール等で保護者へ連絡できない場合は，学校へ児童を留め置きます。また，保

護者等を確認し引き渡しを行います。 

 

  ☆ 引き渡し下校の際に，年度当初児童票に記入していただいた引き渡しカードを利用します。 

※引き渡しカードに記名のない方への引き渡しは安全上の観点から原則できません。引き

渡しカードに記名のない方への引き渡しを希望される場合は，事前に連絡してください。 

 

☆ なお，気象状況等により，午後３時以前に一斉下校等の措置を行う場合についても情報連

絡メールでお知らせします。 


